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○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
） 

 

第
九
十
六
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
を
議
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

予
算
を
定
め
る
こ
と
。 

三
～
十
五 

（
略
） 

② 

（
略
） 

 

第
九
十
七
条 

（
略
） 

② 

議
会
は
、
予
算
に
つ
い
て
、
増
額
し
て
こ
れ
を
議
決
す
る
こ
と
を
妨
げ
な

い
。
但
し
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
予
算
の
提
出
の
権
限
を
侵
す
こ
と

は
で
き
な
い
。 

 

第
百
九
条 

（
略
） 

②
～
⑤ 

（
略
） 

⑥ 

委
員
会
は
、
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
の
う
ち
そ
の
部
門
に
属
す
る
当
該

普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
も
の
に
つ
き
、
議
会
に
議
案
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
予
算
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑦
・
⑨ 

（
略
） 

 

第
百
十
二
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
は
、
議
会
の
議
決
す
べ
き

事
件
に
つ
き
、
議
会
に
議
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
予
算
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

②
・
③ 

（
略
） 

 

第
百
四
十
九
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
概
ね
左
に
掲
げ
る
事
務
を
担

任
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

予
算
を
調
製
し
、
及
び
こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
。 

三
～
九 

（
略
） 

 

第
百
七
十
六
条 

（
略
） 

②
・
③ 

（
略
） 

④ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
又
は
選
挙
が
そ
の
権
限
を
超
え
又
は

法
令
若
し
く
は
会
議
規
則
に
違
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
普
通
地
方

公
共
団
体
の
長
は
、
理
由
を
示
し
て
こ
れ
を
再
議
に
付
し
又
は
再
選
挙
を
行

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑤ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
議
会
の
議
決
又
は
選
挙
が
な
お
そ
の
権
限
を
超
え
又

は
法
令
若
し
く
は
会
議
規
則
に
違
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知

事
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
、
市
町
村
長
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、

当
該
議
決
又
は
選
挙
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
十
一
日
以
内
に
、
審
査
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑥ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
は
、
審
査
の
結
果
、
議
会
の
議
決
又
は
選
挙
が
そ
の
権
限
を

超
え
又
は
法
令
若
し
く
は
会
議
規
則
に
違
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
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議
決
又
は
選
挙
を
取
り
消
す
旨
の
裁
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑦ 
前
項
の
裁
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
又
は

長
は
、
裁
定
の
あ
つ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
、
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

⑧ 

前
項
の
訴
え
の
う
ち
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
議
会
の
議
決
又
は
選
挙
の
取

消
し
を
求
め
る
も
の
は
、
当
該
議
会
を
被
告
と
し
て
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
予
算
の
調
製
及
び
議
決
） 

第
二
百
十
一
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
毎
会
計
年
度
予
算
を
調
製
し
、

年
度
開
始
前
に
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
遅
く
と
も
年
度
開
始
前
、
都
道
府
県

及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は

三
十
日
、
そ
の
他
の
市
及
び
町
村
に
あ
つ
て
は
二
十
日
ま
で
に
当
該
予
算
を

議
会
に
提
出
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
予
算
を
議
会
に
提
出
す
る
と
き
は
、
政
令

で
定
め
る
予
算
に
関
す
る
説
明
書
を
あ
わ
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
地
方
債
） 

第
二
百
三
十
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
場
合
に
お
い

て
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
債
の
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方

法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
予
算
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
基
金
） 

第
二
百
四
十
一
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

特
定
の
目
的
の
た
め
に
財
産
を
維
持
し
、
資
金
を
積
み
立
て
、
又
は
定
額
の

資
金
を
運
用
す
る
た
め
の
基
金
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
８ 

（
略
） 
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○
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
） 

 
（
予
算
の
編
成
） 

第
三
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
且
つ
、
合
理

的
な
基
準
に
よ
り
そ
の
経
費
を
算
定
し
、
こ
れ
を
予
算
に
計
上
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
に
基
い
て
正
確
に
そ
の
財
源
を
捕
そ

く
し
、
且
つ
、
経
済
の
現
実
に
即
応
し
て
そ
の
収
入
を
算
定
し
、
こ
れ
を
予

算
に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
年
度
間
の
財
政
運
営
の
考
慮
） 

第
四
条
の
二 

地
方
公
共
団
体
は
、
予
算
を
編
成
し
、
若
し
く
は
執
行
し
、
又

は
支
出
の
増
加
若
し
く
は
収
入
の
減
少
の
原
因
と
な
る
行
為
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
み
な
ら
ず
、
翌
年
度
以
降
に
お
け
る
財

政
の
状
況
を
も
考
慮
し
て
、
そ
の
健
全
な
運
営
を
そ
こ
な
う
こ
と
が
な
い
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
年
度
間
の
財
源
の
調
整
） 

第
四
条
の
三 

地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
年
度
に
お
け

る
地
方
交
付
税
の
額
と
そ
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
基
準
財
政
収
入
額
と
の
合

算
額
が
、
当
該
地
方
交
付
税
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
基
準
財
政
需
要
額
を
著

し
く
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
、
又
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
年
度
に

お
け
る
一
般
財
源
の
額
（
普
通
税
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与

税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
、
国
有
資
産
等
所
在
都
道
府
県
交
付
金
、

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
及
び
地
方
交
付
税
又
は
特
別
区

財
政
調
整
交
付
金
の
額
の
合
算
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
地
方
公

共
団
体
の
前
年
度
に
お
け
る
一
般
財
源
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
超
過
額
が
新
た
に
増
加
し
た
当
該
地
方
公
共
団
体
の
義
務
に

属
す
る
経
費
に
係
る
一
般
財
源
の
額
を
著
し
く
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

そ
の
著
し
く
超
え
る
こ
と
と
な
る
額
を
、
災
害
に
よ
り
生
じ
た
経
費
の
財
源

若
し
く
は
災
害
に
よ
り
生
じ
た
減
収
を
埋
め
る
た
め
の
財
源
、
前
年
度
末
ま

で
に
生
じ
た
歳
入
欠
陥
を
埋
め
る
た
め
の
財
源
又
は
緊
急
に
実
施
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
つ
た
大
規
模
な
土
木
そ
の
他
の
建
設
事
業
の
経
費
そ
の
他
必
要

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
生
じ
た
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
の
ほ
か
、

翌
年
度
以
降
に
お
け
る
財
政
の
健
全
な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
積
み
立
て
、

長
期
に
わ
た
る
財
源
の
育
成
の
た
め
に
す
る
財
産
の
取
得
等
の
た
め
の
経
費

の
財
源
に
充
て
、
又
は
償
還
期
限
を
繰
り
上
げ
て
行
う
地
方
債
の
償
還
の
財

源
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
た
金
額
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
積

立
金
」
と
い
う
。
）
か
ら
生
ず
る
収
入
は
、
全
て
積
立
金
に
繰
り
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
積
立
金
は
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
へ
の
預
金
、
国
債
証
券
、
地
方
債

証
券
、
政
府
保
証
債
券
（
そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
政

府
が
保
証
す
る
債
券
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
証
券
の
買
入
れ
等
の
確
実
な
方

法
に
よ
り
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
地
方
債
の
制
限
）

第
五
条

地
方
公
共
団
体
の
歳
出
は
、
地
方
債
以
外
の
歳
入
を
も
つ
て
、
そ
の

財
源
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

地
方
債
を
も
つ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

交
通
事
業
、
ガ
ス
事
業
、
水
道
事
業
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
行
う
企

業
（
以
下
「
公
営
企
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
財
源
と
す
る
場

合
二

出
資
金
及
び
貸
付
金
の
財
源
と
す
る
場
合
（
出
資
又
は
貸
付
け
を
目
的

と
し
て
土
地
又
は
物
件
を
買
収
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
と
す
る

場
合
を
含
む
。
）

三

地
方
債
の
借
換
え
の
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
と
す
る
場
合

四

災
害
応
急
事
業
費
、
災
害
復
旧
事
業
費
及
び
災
害
救
助
事
業
費
の
財
源

と
す
る
場
合

五

学
校
そ
の
他
の
文
教
施
設
、
保
育
所
そ
の
他
の
厚
生
施
設
、
消
防
施
設
、

道
路
、
河
川
、
港
湾
そ
の
他
の
土
木
施
設
等
の
公
共
施
設
又
は
公
用
施
設

の
建
設
事
業
費
（
公
共
的
団
体
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
出
資

し
て
い
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
設
置
す
る
公
共
施
設
の
建
設
事

業
に
係
る
負
担
又
は
助
成
に
要
す
る
経
費
を
含
む
。
）
及
び
公
共
用
若
し

く
は
公
用
に
供
す
る
土
地
又
は
そ
の
代
替
地
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
取
得
す

る
土
地
の
購
入
費
（
当
該
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
を
取
得
す

る
た
め
に
要
す
る
経
費
を
含
む
。
）
の
財
源
と
す
る
場
合

（
剰
余
金
）

第
七
条

地
方
公
共
団
体
は
、
各
会
計
年
度
に
お
い
て
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰

余
金
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
剰
余
金
の
う
ち
二
分
の
一
を
下
ら

な
い
金
額
は
、
こ
れ
を
剰
余
金
を
生
じ
た
翌
翌
年
度
ま
で
に
、
積
み
立
て
、

又
は
償
還
期
限
を
繰
り
上
げ
て
行
な
う
地
方
債
の
償
還
の
財
源
に
充
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

附

則

抄

（
令
和
五
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
方
債
の
特
例
等
）

第
三
十
三
条
の
五
の
二

地
方
公
共
団
体
は
、
令
和
五
年
度
か
ら
令
和
七
年
度

ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
地
方
債
の
ほ

か
、
適
正
な
財
政
運
営
を
行
う
に
つ
き
必
要
と
さ
れ
る
財
源
に
充
て
る
た
め
、

別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
範
囲
内
で
、
地
方
債
を

起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
た
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
法

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
べ
き
地
方
交
付

税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。
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